
Ⅰ 子育て・生活支援

19



事業名 支援内容 実績等

母子・父子自立支援員による相談・支援
ひとり親家庭及び寡婦に対し、生活一般についての相談指導や母子父子寡婦福祉
資金に関する相談・指導を行う。

（勤務場所） 原則、福祉事務所
（配置状況） １，８２５人

（常勤４５４人 非常勤１，３７１人）

（相談件数） ６３９，７４２件

ひとり親家庭等日常生活支援事業
修学や疾病などにより家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活
支援員の派遣等を行う。

（派遣延件数） ２８，４２３件

ひとり親家
庭等生活
向上事業

ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
支
援
事
業

相談支援事業 ひとり親家庭等が直面する様々な課題に対応するために相談支援を行う。 （相談延件数） ４５，７７７件

家計管理・生活支援講習会
等事業

家計管理、育児や健康管理などの様々な支援に関する講習会を開催する。 （受講延件数） ６，２８１件

学習支援事業
高等学校卒業程度認定試験の合格のために民間事業者などが実施する対策講座
を受講している親等に対して、補習や学習の進め方の助言等を実施する。

（利用延件数）  ４８件

情報交換事業 ひとり親家庭が定期的に集い、お互いの悩みを相談しあう場を設ける。 （開催回数）   ３１９回

ひとり親家庭地域生活支援
事業

母子生活支援施設を活用し、短期間の施設利用による子育てや生活一般等に関す
る相談や助言の実施、ひとり親家庭の状況に応じた各種支援の情報提供、必要に応
じて施設入所に関する福祉事務所等関係機関との連絡・調整を行う。

（利用件数）   ６２件

こどもの生活・学習支援事業
ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもに対し、放課後児童クラブ等の終了後
に生活習慣の習得支援、大学等受験料支援を含む学習支援や軽食事の提供等を
行い、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもの生活の向上を図る。

（利用延人数） ３９３，７３８人

母子生活支援施設

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童
を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにそ
の生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的と
する施設。

施設数：  ２０２か所
定員： ４,１４２世帯
現員： ３,２６６世帯

ひとり親家庭住宅支援資金貸付
母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでい
る児童扶養手当受給者等に対し、住居の借り上げに必要となる資金の貸付を行う。

（貸付件数）  １，８８３件

（注）母子・父子自立支援員、母子生活支援施設：令和６年度末現在

ひとり親家庭の子育て・生活支援関係の主な事業

20



 ○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。）及び福祉事務所設置町村長が、
 社会的信望があり、かつ、その職務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱。
 ・ 勤務場所 原則、福祉事務所
 ・ 設置状況 １，８２５人（常勤４５４人、非常勤１，３７１人）【令和７年４月１日時点】

○ ひとり親家庭及び寡婦に対し、
 ① 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談

指導等
 ② 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
 ③ その他自立に必要な相談支援
 ④ 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関する相談・指導
 などの業務を実施。  

生活
一般

再掲
児童

経済的
支援・

生活援護

再掲
その他 合計うち

就労
うち配偶者
等の暴力

うち養育費 うち福祉
資金

うち児童
扶養手当

母子・
寡婦

件数 212,351 69,273 12,244 14,573 60,288 325,010 182,903 88,777 18,841 616,490
割合 34.4% 11.2% 2.0% 2.4% 9.8% 52.7% 29.7% 14.4% 3.1% 100.0%

父子
件数 6,606 1,445 192 467 3,341 13,130 6,420 4,134 175 23,252
割合 28.4% 6.2% 0.8% 2.0% 14.4% 56.5% 27.6% 17.8% 0.8% 100.0%

合計
件数 218,957 70,718 12,436 15,040 63,629 338,140 189,323 92,911 19,016 639,742
割合 34.2% 11.1% 1.9% 2.4% 9.9% 52.9% 29.6% 14.5% 3.0% 100.0%

母子・父子自立支援員による相談・支援
設 置

【参 考】
 ○ 平成26年母子及び父子並びに寡婦福祉法改正において、都道府県及び市等に、母子・父子自立支援員をはじめとするひ

とり親家庭等の自立支援に従事する人材の確保や資質の向上を図るための研修を行う等の措置を講ずることの努力義務化。
 ○ 平成28年児童福祉法等改正法において、母子・父子自立支援員の非常勤規定を削除。

職 務

相談件数《令和６年度》

《研修実践例》
○埼玉県の自立支援員研修（年３回、半日で実施）の内容

・専門家による講演
・県の施策の説明（年度当初には新規事業を含む）
・県外で実施されている全国やブロック単位での研修会

の参加報告（県内から２名程度が参加）
・施設見学又は施設紹介（ＤＶを対象としたシェルター

やステップハウス など）
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○ 地方自治体の相談窓口に、心理面でのアプローチも考慮した相談支援を行うための「心理担当職員」や就業支援を担う「就業支援専門員」を配置し、相談支援の専門性と体制を確
保するとともに、母子・父子自立支援員が弁護士等の専門職種の支援を受けながら相談対応を行える体制づくりや、相談対応以外の事務的な業務を補助する職員の配置、休日・夜
間の相談体制づくり等を支援することで、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な支援体制を構築・強化する。

（１）心理担当職員配置等事業
「心理担当職員」を配置し、母子・父子自立支援員と連携・協力して相談支援に当たることで、相談者の心理的なケアやサポートを行う。

（２）福祉専門職配置等事業≪新規≫
社会福祉士等を配置し、母子・父子自立支援員と連携・協力して相談支援に当たることで、アセスメントやケースマネジメント等ソーシャルワーク

の専門性を活かし、当事者の状況・ニーズに応じたきめ細かな相談支援を行う。都道府県が配置し、管内市区町村の母子・父子自立支援員の助言指導を行うことも可能。
（３）就業支援専門員配置等事業

「就業支援専門員」を配置し、母子・父子自立支援員と連携・協力して相談支援に当たることで、相談窓口のワンストップ化を推進し、
就業を軸とした的確かつ継続的な支援の提供を行う。

（４）専門職による多職種連携・助言指導
  母子・父子自立支援員が、弁護士や公認心理師等の専門職種のバックアップを受けながら相談支援を行える体制づくりを行う。

（５）相談関係職員研修支援事業
  母子・父子自立支援員を含む相談関係職員の資質向上のための研修会の開催や研修受講支援等を行う。

（６）母子・父子自立支援員等が活用する相談対応ツール作成等支援
  タブレット等を活用した相談対応ツールや、動画による研修ツールなどを作成し、母子・父子自立支援員等の専門性の向上及び相談支援体制の充実を図る。
（７）集中相談事業

  児童扶養手当の現況届の提出時期（８月）等に、ハローワーク職員、公営住宅・保育所・教育関係部局職員、女性相談支援センター職員、
弁護士等を相談窓口に配置して、様々な課題に集中的に対応できる相談の機会を設定する。

（８）補助職員配置支援
  母子・父子自立支援員が相談支援に重点を置いた業務を行うことができるよう、相談支援以外の事務的な業務を補助する者を配置する。

（９）夜間・休日対応支援
  ひとり親等の就労時間外の相談ニーズに対応できるよう、休日や夜間に相談対応を行う。

相
談
体
制
の
充
実

 ○相談支援体制の更なる強化のため、国庫補助率を引上げ。（1/2→2/3）
【拡充内容】  ○福祉専門職を配置し、支援の入口での丁寧なアセスメントによりきめ細かくニーズを把握する等、ソーシャルワークの専門性を活かした相談支援体制を構築。

 〇生活に困窮し孤立しやすいひとり親家庭に対して、食料や生活物資をアウトリーチ型で配布し、脆弱な生活基盤の支えとするとともに更なる相談支援へと繫げる。

拡充 支援局 家庭福祉課ひとり親家庭相談支援体制強化事業（相談支援パッケージ）
＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算 203億円の内数（180億円の内数）

実施主体等

事業の概要

事業の目的

【補助単価】 1か所当たり 48,057千円（３事業以上実施の場合）
30,000千円（２事業実施の場合）
15,000千円（１事業実施の場合）

質

量

（10）同行型支援
   同行支援や継続的な見守り支援等の同行型支援を行うための体制づくりを行う。

（11）アウトリーチ支援≪新規≫
就業が困難な状況にある等、特に生活に困窮しているひとり親家庭に対しては、食料や生活物資をアウトリーチ型で配布することにより、

脆弱な生活基盤の支えとするとともに、更なる相談支援へと繫げる。
（12）先駆的な取組

（１）～（11）のほか、相談支援体制強化に資するものとして、先駆的な取組による支援を行う。

母子・父子
自立支援員

就業支援
専門員

専門職や補助職員
によるバックアップ

同行型・プッ
シュ型支援
体制の確保

心理担当
職員

福祉
専門職

専門性向上
人材育成
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【実施主体】 都道府県、市（特別区を含む）、福祉事務所設置町村 ※民間団体への委託可
【補助率】 国：２／３又は１／２、都道府県・市・福祉事務所設置町村：１／３又は１／２

※補助率２/３の対象となるのは、財政力指数１未満の自治体のみ。財政力指数の低い自治体については、当該取組により捻出できた予算の範囲内で補助額を増額する場合がある。

【令和７年度再編・統合】



支援を必要とするひとり親が行政の相談窓口に確実につながるよう、分かりやすい情報提供や相談窓口への誘導の
強化を行いつつ、ひとり親家庭の相談窓口において、実情を踏まえた、ワンストップで寄り添い型支援を行うことが
できる体制を整備

自治体の窓口のワンストップ化の推進

ウェブ
SNS

対象者要件の相談窓口
（福祉事務所設置自治体の相談窓口）

生活困窮者自立支援制度の相談窓口
（福祉事務所設置自治体の窓口(直営)又は民間団体(委託)）

ひ
と
り
親
家
庭

離婚届、転入届
保育園の手続
児童扶養手当 等の窓口

複雑な制度情報をタブレット
等の情報機器でバックアップ

協力

関係機関等

支援情報の定期的な配信
（行政→ひとり親）

来所相談予約の申込み
（ひとり親→行政）

SNS等を活用した
双方向型の支援

母子・父子
自立支援員

窓口の周知・PR

ひとり親窓口への
アクセスの向上

就業支援を含めた専門的な相談窓口
※NPO法人等の民間団体への一部委託も可

※相談窓口の充実等に必要な備品購入等を補助

こども家庭センター

女性相談支援センター
女性自立支援施設
母子生活支援施設等

福祉部局

ハローワーク

弁護士等

公営住宅担当部局

ＵＲ、民間賃貸事業者

保育所等担当部局

NPO法人
社会福祉法人等

教育関係部局

スマートフォン等でのウェブサイト活用
支援窓口への誘導

児童扶養手当の現況届などの
機会を活用したニーズ把握

関係機関の連携
体制づくり

協力

子育て＋仕事
  時間がない

23



○ ひとり親家庭等に対する支援について、①地方自治体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、②多様な状況に応じ
た様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはハードルがあり、数々ある制度をひとり親家庭等へ届けることができているかが課題となっている。（市区
町村福祉関係窓口の利用状況：母子世帯46.0％、父子世帯31.3％、母子家庭等就業・自立センター事業を利用したことがない者のうち制度を知らなかった割合：
母子世帯33.6％、父子世帯37.9％）

○ 母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、ＩＴ機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。
○ ひとり親家庭等が必要な支援につながり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、ＩＴ機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型
支援体制の構築・強化を図ることを目的とする。

○ チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内、関係部署との情報共有システムの構築など、ＩＴ機器等の活用を始めとした相談機能強化を
図る。

＜事業イメージ＞

ひとり親家庭

情報入力・相談

支援施策等の案内
チャットボット

住居確保
の必要性

就業支援
の必要性

等

生活困窮部署

子育て支援部署

教育関係部署

ひとり親支援部署 

住宅関係部署

労働関係部局

入力された情報より、必要に応じて、自治体から家庭へアプローチを図る

子育て・生活支
援の必要性

経済的支援
の必要性

入力された情報を共同クラウドにより共有

Ａ家庭

Ｂ家庭

チャットボットによる支援
制度・担当窓口の案内

共同クラウドによる
情報共有

【実 施 主 体】都道府県、市（特別区を含む）、福祉事務所設置町村
【補助基準額】１自治体あたり：30,000千円
【補 助 率】国：３／４、都道府県、市、福祉事務所設置町村：１／４

支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業

実施主体等

事業の概要

事業の目的
＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞令和７年度補正予算 0.9億円
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【令和２年度創設】



 ○ 修学や疾病などの事由により生活援助、保育等のサービスが必要となった場合等に、その生活を支援する家庭生活支援員を
 派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等においてこどもの世話などを行う。
（１）一時的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
 ・ 技能習得のための通学、就職活動等の自立促進に必要な事由
 ・ 疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の

公的行事の参加等の社会通念上必要と認められる事由
（２）定期的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
 ・ 就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等

（乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭に限る。）
 ○ 実施場所：生活援助…ひとり親家庭等の居宅
 保育等のサービス…家庭生活支援員の居宅又は児童館、母子生活支援施設等のひとり親家庭等が利用しやすい

適切な場所など

 ○ ひとり親家庭等（離婚前から当該事業による支援が必要な者も含む）が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を
整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援
員の居宅等においてこどもの世話などを行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図る。

 生活援助は、家事、介護その他の日常生活の便宜
（例えば、食事や身の回りの世話、住居の掃除、
生活必需品等の買い物）を行う

 保育等のサービスは、乳幼児の保育、
こどもの生活指導などを行う

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村
（事業の全部または一部を民間団体等に委託可）   

【補助率】国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

【補助基準額】
１ 活動費 １か所当たり 4,501千円
２ 派遣手当分 １時間当たり

①子育て支援
（深夜、早朝以外9:00～18:00） 2,200円
（深夜、早朝）   2,750円
（講習会会場）   3,300円
（宿泊分）      11,000円
（移動時間）       432円

②生活援助
（深夜、早朝以外9:00～18:00）

4,400円
(深夜、早朝） 5,500円

（移動時間） 432円

支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等日常生活支援事業
＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算 203億円の内数（180億円の内数）

実施主体等

事業の概要

事業の目的
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【昭和50年度創設】

（注）（ ）内は、市等における実施割合。

都道府県 指定都市 中核市 一般市・町村 合計

令和６年度 20か所
(42.6%)

17か所
（85.0%)

35か所
(56.5%)

684か所
（41.2%)

756か所
（42.3%)

【実施状況】
母子家庭・寡婦 父子家庭 合計

令和６年度実件数 2,641件 231件 2,872件

令和６年度延べ件数 24,453件 3,970件 28,423件

【利用実績】



＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算 203億円の内数（180億円の内数）

支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等生活向上事業（ひとり親家庭等の生活支援事業）

事業の目的
○ ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理、育児及び自身やこどもの健康管理など様々な面において困難に直面することか

ら、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会等を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る。

事業の概要

実施主体等
【実施主体】都道府県、指定都市、中核市、

市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く）
※事業の全部又は一部を民間団体等に委託可

【補助率】国：１／２、都道府県・指定都市・中核市：１／２
  国：１／２、都道府県：１／４、市町村：１／４

【補助基準額】１か所当たり  13,452千円

【拡充内容】
○補助単価について１自治体あたりから１か所あたりに拡充。
○１の事業において、これまでの対象者に加え、離婚前の困難に直面している母又は父も対象とする。
〇２の事業において、民間賃貸住宅やNPO法人等が運営するシェアハウス等の積極的な活用を図る。

1 ひとり親家庭等生活支援事業（生活支援）
（１）相談支援事業

育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施する。
また、地域の実情に応じて、地域の民間団体の活用等による訪問・出張相談、同行支援や継続的な見守り支援を実施する。

（２）家計管理・生活支援講習会等事業
家計管理、育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催等を実施する。

（３）情報交換事業
ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談しあう場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施する。

※学習支援事業については、ひとり親家庭学び直し支援事業（旧 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業）に再編・統合。

2 ひとり親家庭地域生活支援事業（住まい支援）
離婚前後において、一定期間、母子生活支援施設の他、民間賃貸住宅、シェアハウス等を活用し、離婚後の住まい・就業の支援や、同居する

親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える支援を行う。
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拡充
【平成８年度創設】

令和６年度

母子 父子 合計

①相談支援事業（相談延べ件数） 44,576件 1,201件 45,777件

②家計管理・生活支援講習会等事業（受講延べ件数） 6,242件 39件 6,281件

③情報交換事業（開催数） 319回

④ひとり親家庭地域生活支援事業（利用件数） 62件

【実績】



【補助単価】
① (1) 事務費            １か所当たり 2,954千円

(2) 事業費（集合型） １か所当たり    4,960千円
                             （週２日以下の開催の場合・実施日数により異なる）

(3) 事業費（派遣型） １回の訪問が１日の場合
11,000円(半日以内の場合 6,800円) 

(4) 実施準備経費 １か所当たり①改修費等  4,000千円   
②礼金及び賃借料(実施前分) 600千円

(5) 軽食費 １か所当たり 832千円 (週２日以下の開催の場合）

②加算 週１日追加：448千円 、週２日追加:896千円、週３日以上追加：1,344千円

③加算 881千円

④１人当たり 日額：8,440円

⑤加算 週１日追加：2,912千円 、週２日追加:5,824千円、週３日以上追加：8,736千円

 

⑥高校３年生等：   １人当たり 53,000円上限

⑦高校３年生等： １人当たり 8,000円上限
中学３年生 ： １人当たり 6,000円上限

○ ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもが直面する課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、こどもに対し、児童館・公民館・民家やこども食堂等において、悩
み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の習得支援・学習支援、軽食の提供を行うことにより、生活に困窮する家庭のこどもの生活の向上を図る。

○ また、長期休暇の学習支援の費用加算を行うことで、より多くの学習支援の機会の提供を図るとともに、受験料、模試費用の補助を行うことで、進学に向けたチャレンジを
後押しする。

①生活指導・学習支援
地域の実情に応じて、以下のアからウの支援を組み合わせて実施。

ア 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
イ 学習習慣の定着等の学習支援
ウ 軽食の提供

②長期休暇中の学習支援の追加開催
夏期や冬期などの長期休暇期間中に、①の日数を増やして実施する。

③進路選択に活かすための体験学習≪新規≫
   オープンキャンパスや職場見学等、進路選択に活かすための体験活動を実施。

④個別学習支援員の配置
各学習支援の場に、必要に応じて個別支援員を配置する。

⑤受験生(中３・高３)の学習支援の追加開催≪新規≫
受験を控えた中学３年生・高校３年生に対して、①の日数を増やして実施する。

⑥大学等受験料支援
大学(短大)・専門学校等を受験する際の受験料を支援する。

⑦模擬試験受験料支援
中学生・高校生等の各ステージの受験に向けた、模擬試験の受験料を支援する。
※⑥及び⑦の対象者は、以下のア及びイのいずれにも該当する者
 ア.児童扶養手当受給世帯相当又は低所得子育て世帯(住民税非課税世帯)
 イ.自治体が実施するこどもの生活・学習支援事業に登録等しているこども

【実施主体】都道府県、指定都市、中核市、市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を除く）
【補 助 率】国：１／２、都道府県・指定都市・中核市：１／２  国：１／２、都道府県：１／４、市町村：１／４

支援局 家庭福祉課
支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等生活向上事業（こどもの生活・学習支援事業 ） 拡充

＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算 203億円の内数（180億円の内数） 

実施主体等

事業の概要

事業の目的

【拡充内容】 ・生活指導・学習支援（①②③④⑤）について「離婚前から支援が必要な家庭」も対象、高校・大学等の受験前の学習支援を強化する場合の費用加算を創設
・進路選択に活かすための体験学習（オープンキャンパス、職場見学等）を支援する補助メニューを創設
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【平成28年度創設】

実施か所数 利用延べ人数

令和６年度 965か所 393,738人

【実績】



１．目的
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ
て、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者に
ついて相談その他の援助を行うことを目的とする施設。（児童福祉法第38条）

 ＜対象者の具体例＞
 ・経済的に困窮している女子、配偶者からの暴力を受けている女子

２．実施主体について
都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所設置町村

３．設備について
母子室（調理設備、浴室、便所、1世帯1室以上、30㎡以上）、集会、学習等を行う室、相談室、保育所に準ずる

設備（付近の保育所等が利用できない場合）、静養室（乳幼児30人未満）、医務室及び静養室（乳幼児30人以上）

４．施設数、定員、入所者数

５．職員配置について

母 子 生 活 支 援 施 設 の 概 要

施設数 定員 入所世帯 入所児童数

202か所 4,142世帯 3,266世帯 5,352人
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（出典）福祉行政報告例（令和7年3月末現在）

主な職種 設備運営基準上の人員配置基準 措置費上の配置職員（加算職員を含む）

施設長 必置 １人

母子支援員 必置

10世帯未満 １人
10～19世帯 ２人
20世帯以上 ３人
※40世帯以上の場合 １人加算（非常勤）

保育士
必置（ただし、保育所に準ずる設備が
ある場合に限る）

１乳幼児30人につき１人（ただし１人を下ることはできない）
※保育機能強化加算 １人加算

少年指導員兼事務員 必置

10世帯以上 １～２人
20世帯以上 ２～３人
30世帯以上 ２～４人
※40世帯以上の場合 １人加算（非常勤）

心理療法担当職員
必置（ただし、心理療法を行う必要が
ある母子が10人以上いる場合に限る）

１～２人

個別対応職員
必置（ただし、DV等により個別支援を
必要とする母子がいる場合に限る）

１人



○ 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者に対し、住居の借り上げ
に必要となる資金を貸し付けることにより、就労又はより稼働所得の高い就労などに繋げ、自立の促進を図ることを目的とする。

【対象者】
児童扶養手当受給者（同等の水準の者を含む。ただし、所得水準を超過した場合でも1年以内であれば対象とする。）であって、

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者

【貸付額等】
貸  付 額：原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費（上限７万円）を貸付
償還期限：都道府県知事等が定める期間
利 息：無利子
償還免除：１年以内に就職をし、就労を１年間継続したとき

   死亡又は障害により償還することができなくなったとき
長期間所在不明で返還が困難と認められる場合であって履行期限到達後に返還を請求した最初の日から５年経過

償還猶予：災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき、その事由が継続する期間

○実施主体が都道府県又は指定都市の場合：９／１０（国９／１０、都道府県又は指定都市１／１０）
○実施主体が都道府県又は指定都市が適当と認める民間法人の場合：定額（９／１０相当）

※ 都道府県又は指定都市は、貸付実績に応じて１／１０相当を負担（特別交付税措置）

支援局 家庭福祉課

実施主体等

事業の概要

事業の目的
＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算 203億円の内数（180億円の内数）

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（住宅支援資金）

29

【令和３年度創設】

令和６年度貸付件数 1,883件

【実績】



○ 多様かつ複合的な困難に直面するこどもたちに対し、既存の福祉・教育施設に加え、地域にある様々な場所（こども家庭センター・放課後児童クラブ・公民館・商店街等）の活用を
促して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設ける。

○ 支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化する。
○ 行政との連携により、特に支援を必要とするこども（要保護児童対策地域協議会の支援対象児童として登録されているこども等）に寄り添うことで、地域での見守り体制強化を図る。

ア 通常実施型（開催頻度等の要件なし）
年間を通じて食事（こども食堂等）やこども用品（文房具、生理用品、おむつ等）の提供等を行う
➣ 長期休暇期間に通常より活動回数を増加した場合には加算を実施（※１、２）

イ 長期休暇期間集中実施型（開催頻度等の要件あり）≪新規≫
長期休暇期間中に集中的に、暑さ等対策の整った安全な居場所で食事を提供（居場所モデル）、
又はこども宅食やフードパントリーの実施による食事支援（宅食等モデル）を実施

ウ 体験・交流・学習支援提供型≪拡充≫
多様な人物との出会いを通じて将来像を考える機会や屋外活動等様々な体験機会の提供、学習支援を行う

エ 備品等購入支援
①立上げ支援：既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所での立上げ等を支援する
②継 続 支 援 ：こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等を支援する

オ 環境整備支援（地域でこども等を支援するための仕組みづくり）
相談窓口の設置やコーディネーターの配置、地域のこども等の支援ニーズを把握するための研修等を行う

カ その他上記に類する事業

〇要支援児童等支援強化加算事業
ア～カのいずれかの実施に加え、要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等に登録されているこども等

の家庭の状況に応じ、行政と連携した寄り添い支援を行う場合は加算を実施
注１：ア～カを組み合わせて実施可能（エは①又は②いずれかのみ）
注２：アを実施するこども食堂等がイを実施することも可能

支援局 家庭福祉課地域こどもの生活支援強化事業

実施主体等

事業の概要

事業の目的

こども家庭センター 学校・教育委員会 市・町・区役所

福祉･教育施設、地域における様々な場所
・支援ニーズを把握するための研修、地域人材をコーディネーターとして配置

長期休暇中の食事・
涼の集中支援

食事やこども用品
の提供

支援が必要なこども

都道府県（後方支援または直接支援）

要保護児童
対策地域
協議会

発 見

連 携

市区町村

拡充

体験や多様な人との
交流機会の提供

＜母子家庭等対策総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算 203億円の内数（180億円の内数）

【実施主体】 都道府県、市町村（特別区を含む） 【補 助 率】 国：２／３又は１／２、都道府県・市町村：１／３又は１／２
※補助率２/３の対象となるのは、財政力指数１未満の自治体のみ

                        財政力指数の低い自治体については、当該取組により捻出できた予算の範囲内で補助額を増額する場合がある
【補助基準額（１箇所当たり）】最大15,743千円 要支援児童等支援強化加算事業と合わせて最大18,335千円
ア：3,140千円 ※１ 長期休暇期間に通常より活動回数の増加を図った場合の加算：1,000千円 ※２ アを実施するこども食堂等がイを実施する場合は、アの加算は実施しない

 イ：4,260千円 ウ：3,910千円 エ①：1,520千円 エ②：300千円 オ：2,913千円 カ：ア～オに準じる 〇要支援児童等支援強化加算事業：2,592千円

【令和5年度創設】



○ 困窮するひとり親家庭を始めとする要支援世帯のこども等を対象とした、こども食堂、こども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として広域的
に運営支援等を行う民間団体（中間支援法人）の取組を支援し、こどもの貧困や孤独・孤立への支援を行う。

○ こども食堂が全国各地で大きく増加しているが、地域ごとに差もあるため、支援を行き渡らせることも重要な課題となってきている。（こども食堂箇所数2018
年時点：2,286か所 → 2024年時点：10,867か所（※認定NPO法人「むすびえ」2024年調査））

○ ひとり親家庭等のこども等に必要な食事等支援が届けられるよう、全国を複数のブロックに区分して、ブロック毎に中間支援法人が各地のこども食堂等に
伴走型の支援を行う。

【実 施 主 体】 特定非営利活動法人、一般社団法人等の非営利団体 【補助基準額】 １法人当たり：169,000千円
【補 助 率】 定額（国：10／10相当）

【１】国⇒中間支援法人（実施主体）
■こども食堂等の事業者を対象として広域的に支援を行う中間支援法人を公募し、
選考委員会を開催した上で中間支援法人を決定。

■各地のこども食堂等に伴走型の支援が実施できるよう、全国をブロックに区分して、
ブロック毎に中間支援法人を決定する。

【２】中間支援法人（実施主体）⇒こども食堂等
■こども食堂等から申請を受け付け、選考委員会を開催し助成対象事業者を決
定。自治体との連携を補助要件とし、事業実施に必要な費用を助成

（助成額上限350万円）。
■助成対象事業者の活動状況について確認を行い、事業者に対して伴走型で運
営支援を行う。

■事業の実施結果について報告を求め、適正な執行が行われたかの確認を行う。

【３】こども食堂等⇒ひとり親家庭等のこども
■ひとり親家庭等のこどもに食事の提供、要支援のこどもの早期発見・適切な支援
に向けた見守り等を行う。

支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業
令和７年度補正予算 15億円

実施主体等

事業の概要
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事業の枠組み ブロックごとに採択
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